
認定こども園
　 足利幼稚園　園長　様

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

標準時間 - - 239,310 239,310 243,810 243,810 243,810 243,810 243,810 243,810 243,810 246,620

短時間 - - - - - - - - - - 237,970 240,780

標準時間 166,710 166,710 162,210 162,210 166,710 166,710 166,710 166,710 166,710 166,710 166,710 169,520

短時間 160,870 160,870 156,370 156,370 160,870 160,870 160,870 160,870 160,870 160,870 160,870 163,680

標準時間 120,020 120,020 115,520 115,520 120,020 120,020 117,430 117,430 117,430 117,430 112,250 115,060

短時間 114,180 114,180 109,680 109,680 114,180 114,180 111,590 111,590 111,590 111,590 106,410 109,220

標準時間 104,820 104,820 100,320 100,320 104,820 104,820 102,230 102,230 102,230 102,230 97,050 99,860

短時間 98,980 98,980 94,480 94,480 98,980 98,980 96,390 96,390 96,390 96,390 91,210 94,020

満３歳児
教育

標準時間
- 111,015 110,875 110,745 110,625 110,405 108,895 108,715 108,765 108,765 103,755 106,550

３歳児
教育

標準時間
63,635 63,585 63,445 63,315 63,195 62,975 61,465 61,285 61,335 61,335 56,325 59,120

４・５歳児
教育

標準時間
47,945 47,895 47,755 47,625 47,505 47,285 45,775 45,595 45,645 45,645 40,635 43,430

ける認定こども園、保育所、幼稚園等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、認定保護者に通知しなければならないことになっています。

令和5年6月2日
足利市役所保育課

令和４年度の公定価格の額について

　幼保連携型認定こども園　足利幼稚園の令和4年度各月における公定価格の額は以下のとおりです。この内容については、子ども・子育て支援法
に基づく「足利市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第１４条により、特定教育・保育施設等に位置づ
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年齢区分 認定区分
令和4年度の各月における１人あたりの公定価格の額（単位：円）
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注）・各年齢区分において、子どもが在籍していない場合は「 - 」と記載しています。
　　・施設が代理受領した施設型給付費等の額はこの額から保護者が負担した保育料を差し引いた額となります。
　　・月を通じて在籍する子どもに係る額を記載しています。月途中で入退所した場合は、当該額を日割り計算した額となります。
　　・副食費が免除されている場合は、免除額との合計が公定価格の額となります。


